
 

 

 

 

排水設備工事責任技術者証の再交付申請 

① 申請書類を請求する 

下記の業務受託者に、電話で再交付申請書類をご請求ください。 

 

 

 

 

 

 

 

② 申請書類を用意する 

お手元に申請書類が届きましたら、同封されている案内に従って、必要書類等をご用

意ください。 

再交付には、手数料１,６００円（非課税）が必要です。指定の振込依頼書をお送りし

ますので、郵便局でお振り込みください。 

 

   ※適格請求書について 

    手数料等のお支払いに係る適格請求書等については、本案内と下表に記載の領収書

等支払明細帳票の組み合わせにより代えさせていただきますので、大切に保管してく

ださい。 

 

 

 

 

 

③ 申請書類を郵送する 

   業務受託者に申請書類を郵送してください。詳細は、同封されている案内をご確認く

ださい。 

 

④ 排水設備工事責任技術者証が発行される 

書類審査後、排水設備工事責任技術者証を郵送でお届けします。 

適格請求書発行事業者名称 東京都下水道局下水道事業会計 

登録番号 T3800020000722 

領収書等支払明細帳票 
郵便局窓口での支払 振替払込請求書兼受領証 

ATMでの支払 ご利用明細票 

「東京都排水設備工事責任技術者」各種届出のご案内 

〔東京都下水道局 業務受託者〕 

東京都下水道サービス株式会社 

東京都下水道局責任技術者受付担当 

電話番号 ０３（３２４１）０８１８ （直通） 

受付時間 ９時から１６時まで（土日祝日を除く） 



各種変更届 

登録内容に変更があった場合は、変更があった日から３０日以内に届出が必要です。 

届出がなされていないと、登録更新のご案内などの重要な書類が届かない場合があります。 

必要書類をご用意のうえ、下記の業務受託者あて郵送でご提出ください。 

 

 

 

 

【必要書類一覧】 

○…必要書類 

 

① 排水設備工事責任技術者 変更届 

様式はホームページからダウンロードできます。 

 

② 住所を証明する書類 

以下の書類のうち、いずれか１点をご用意ください。（いずれも、変更後の住所が記載

されていること。） 

 運転免許証のコピー（両面） 

 健康保険証のコピー（両面） 

※被保険者等記号・番号及び保険者番号を隠してコピーしてください（下図参照） 

 

  
住所変更 

住居表示

変更 
氏名変更 

電話番号

変更 

① 排水設備工事責任技術者変更届 ○ ○ ○ ○ 

② 住所を証明する書類 ○ ○ － － 

③ 氏名を証明する書類 － － ○ － 

④ 排水設備工事責任技術者証のコピー ○ ○ ○ － 

〔東京都下水道局 業務受託者〕 

東京都下水道サービス株式会社 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-３ 銭瓶町ビル内 

東京都下水道局責任技術者受付担当 

電話番号 ０３（３２４１）０８１８ （直通） 

受付時間 ９時から１６時まで（土日祝日を除く） 



 住民票記載事項証明書又は住民票の写し（正本）  ※コピー不可。  

※直近３カ月以内に発行されたもの 

※個人番号を表示していないもの 

 その他住所を証明する書類 

※ 上記のいずれも用意できない場合は事前にご相談ください。 

※ 住居表示変更で、上記の書類が新住所に変更されていない場合は「住居表示変更証

明書」をご用意ください。 

 

③ 氏名を証明する書類 

以下の書類のうち、いずれか１点をご用意ください。いずれも、変更後の氏名がわか

る必要があります。 

 運転免許証のコピー（両面） 

 健康保険証のコピー（両面） 

※被保険者等記号・番号及び保険者番号を隠してコピーをしてください。 

 住民票記載事項証明書又は住民票の写し（正本）  ※コピー不可。 

※直近３カ月以内に発行されたもの 

※個人番号を表示していないもの 

※ 上記のいずれも用意できない場合は事前にご相談ください。 

 

④ 排水設備工事責任技術者証のコピー 

写真が貼られている最初のページの見開き 

 

 

登録抹消申請 

必要書類をご用意のうえ、下記まで郵送によりご提出ください。 

 

 

 

 

【必要書類】 

 ①排水設備工事責任技術者 登録抹消申請書 

様式はホームページからダウンロードできます。 

 

 ②排水設備工事責任技術者証（原本） 

【送付先】 

〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 

東京都下水道局 施設管理部 排水設備課 


